


年　齢

子ども

名古屋市内に住む
30代前半・子ども1人を持つ
ママが圧倒的に多いがね！

毎月1日発行！NAG　YA AD RATE

DATE

なごやか坊や

発行元：株式会社マルク 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-15-3  TCF丸の内ビル 6F TEL 052-968-2800

※1ヶ月は原則30日計算となります。
※上記広告掲載料金には制作費が含まれておりません。（★制作費…￥5,000～）
※画像形式は、GIF(アニメ不可)またはJPEGとなります。
※広告内容によっては掲載いただけない場合がございます。

バナー広告

ヘッダー下 【 Large Size 】  w185×h230 px ￥50,000

コーナー下 【 Large Size 】  w185×h230 px ￥30,000

コーナー下 【 Small Size 】  w185×h  80 px ￥15,000

￥200,000～

※イベント会場費等は別途必要となります。
※サイト内広告は、ベビースマイルインフォメーション1P・おでかけ情報1P。
　ただし、制作費は別途必要となります。
※イベント内容によっては実施いただけない場合がございます。

オリジナルイベント（名古屋ベビータイムズ主催）

イベント（サイト内広告パック付き）

1ヶ月

12ヶ月一括/12回￥1,000 1ヶ月／1回 ￥10,000

※イベント掲載可能件数は5件までとなります。
※弊社の掲載規約に添わない場合、ご掲載いただけません。
※掲載原稿と掲載写真はご準備ください。 弊社で承る場合は有料となります。
※内容が複雑、または掲載内容が多くなる場合は別途料金がかかります。（応相談）

おでかけ情報

1 ページ

1ヶ月

￥100,000

※1ヶ月は原則30日計算となります。
※上記広告掲載料金には制作費が含まれておりません。
　★取材・原稿制作費…￥30,000～ ★ページデザイン制作費…￥30,000～
　★撮影費…￥5,000～ ※内容により異なります 
※広告内容によっては掲載いただけない場合がございます。

ベビーズマイルインフォメーション

1 ページ（編集タイアップ記事広告）

1ヶ月

※変更・修正は有料

無 料
● 店頭ステッカー ……… 1 枚
● 卓上ＰＯＰ …………… 2 つ
● サイト掲載 …………… 1 ページ

※弊社規定のプロジェクト認定店の条件をクリアしたお店の掲載に限らせて頂きます。
※弊社の掲載規約に添わない場合、ご掲載いただけません。
※掲載原稿と掲載写真はご準備ください。 弊社で承る場合は有料となります。
※掲載情報の更新（変更や修正）は有料となります。（内容により一部無料）
※ステッカー・POP追加の場合は別途料金がかかります。
　★店頭ステッカー…￥500／1枚　★卓上ポップ…￥300／1個（送料別）

プロジェクト認定店

セット内容

継続掲載

★下記広告掲載料金には、初回のみ初期費用（￥20,000）が別途かかります。

※名古屋ベビータイムズ メール会員データより

〒453-0015 名古屋市中村区椿 20-15  名古屋国鉄会館 5F メールでのお問合せ info@babytimes.jp
名古屋ベビータイムズ 編集室（シンカラーズ内） TEL・FAX 052-414-4321

WEB連動（オフィシャルサイト・フェスブックページ・サテライトサイト）
その他、販促ツールにつきましても、お気軽にご相談ください。
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★ 掲載履歴 □ 初めて    □ 実績あり

□ 飲食店 （　　　　　　　　　　　　）　　 □ その他 （　　　　　　　　　　　　）★ 店舗情報 ★ 掲載写真（メイン×1点）横の紹介文

※ 紹介文のポイント

（例） こんな場所にある…　○○店で…　こんな店内で…　こんなお客様が多く…　こんな部分にこだわっています！

プロジェクト認定店 原稿用紙

店　名

フリガナ

代表者名

フリガナ

住　所

アクセス 駐車場 □有（　　台）　□無

TEL FAX
※web掲載なし

※web掲載なし

※該当項目にチェックをお願いします。

※web掲載なし

※各20文字程度まで

※200文字程度まで※種別 ※種別

〒 フリガナ

営業時間 お休み

おすすめ時間

URL E -ma i l

メニュー（例）

その他

❸  店内の雰囲気…❷  取扱い商品…❶  立地・環境… ❺  お店の魅力（こだわりなど）…❹  お客様の層…

★ 掲載写真（サブ×3点）のキャプション

左 中 右

年　　　月　　　日　　（　　）

Baby TimesNAG　YA▶▶

★ ご来店特典

★ ウェルカムベビーポイント

特典

※注意事項

えほん

キッズメニュー

ベビーチェア禁煙・分煙

離乳食のもちこみ

おむつ交換場所

ベビーカーOK

ミルクのお湯

授乳スペース

ベビーメニュー

おもちゃ

お座敷個室

離乳食の温め

キッズスペース

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

WCベビーチェア

おやつ持込OK

キッズ商品有

BABY

キッズWC

えほん

ベビー商品有入店OK

託児施設あり

授乳スペース

BABY CAR

来店時預OK

ミルクのお湯

おもちゃ

BABY CAR

ジュース持込OK

おむつ交換場所

キッズスペース

BA
BY

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

下記の通り申し込みます。

飲食店版

その他店舗版

（シンカラーズ内）名古屋ベビータイムズ 編集室
〒453-0015 名古屋市中村区椿町20-15  名古屋国鉄会館5F
TEL・FAX 052-414-4321

問合せ

子育て応援サイト【名古屋ベビータイムズ】

Baby Times
NAG　YA
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株式会社マルク（以下、「当社」といいます）が運営するウェブサイト「名古屋ベビータイムズ」上の広告スペース（以下、「広
告枠」といいます）に広告を掲載し、広告物又はイベント制作をする場合には、当社、広告主及び広告取扱代理店は本
規約の各条項に従うものとします。

第１条（本規約の目的）
本規約は、広告主又は広告取扱代理店が広告枠に広告を掲載し、広告物又はイベントを制作する際の基本的合意事項と
諸条件とを明らかにし、当社と広告主及び広告取扱代理店との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とし
ます。 
第２条（定義）
本規約における主要な用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「広告主」……………広告枠への広告の掲載、広告物又はイベントの制作を委託する者
(2) 「広告取扱代理店」･…広告主の委託を受け、広告主に代わって広告枠に広告を掲載するための作業を行う者
(3) 「リンク先」…………広告枠に掲載された広告からリンク設定されるウェブサイト
(4) 「ユーザー」…………当社が運営するウェブサイトへアクセスした者
(5) 「二次利用」…………広告枠に掲載された広告の広告枠以外のウェブサイトにおける掲載又は印刷物等への化体若
　　　　　　　　　　　しくは複写等による利用
第３条（広告掲載契約の成立）
１　広告主又は広告取扱代理店（以下「申込者」といいます）は、掲載申込書を提出したときに、本規約に同意のうえ
　　当社に広告の掲載を申し込んだものとします。
２　当社及び申込者間の広告掲載契約は、当社が、申込者による広告の掲載の申込みに対し承諾の意思表示を行ったと
　　きに本規約及び掲載申込書に記載された条件で成立するものとします。なお、広告掲載契約履行上の詳細事項につ
　　いては、必要に応じて都度当社及び申込者協議の上決定するものとします。
３　申込者が、広告物の制作を当社に委託する場合又はイベントの開催等プロモーション業務を当社に委託する場合に
　　おいても、当社及び申込者は本規約の定めに従うものとし、本規約に定めのない事項について、当社と申込者にお
　　いて別途協議の上、広告制作料金、イベント制作料金その他必要な条件を定めるものとします。
４　広告掲載契約成立後は、申込者は、申込みを取り消すことはできません。但し、申込者は広告掲載契約に定める広
　　告料金全額を支払うことにより、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。 
第４条（掲載できない広告）
以下に該当すると判断される広告の掲載はできないものとします。これは当社が掲載申込書を承諾した後でも同様とし
ます。また、広告が掲載された後でも広告の掲載を中止します。
(1) 内容もしくは広告対象の商品・サービスが「子育て応援」「おでかけ情報」「地域活性化」という当サイトの目的に
　　合わないと判断されるもの
(2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反するおそれがあると判断されるもの
(3) ネットワーク販売、ネズミ講、及びこれに類似する広告
(4) 申込者が広告を通じて第三者の個人情報を取得しようとする場合に、「個人情報の利用目的」が明示されていないもの
(5) 宗教や政治に関する広告
(6) 医療、医薬品、化粧品において、効能・効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱する広告
(7) 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(8) 法律、規則、命令、条例、通達、条約等に違反するもの。また、その恐れのあるもの
(9) 公序良俗に反する表現と判断されるもの
(10) 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
(11) 第三者の商標、標章、著作権、肖像権等を許可無く利用したもの
(12) 名誉毀損、信用毀損、またはプライバシーの侵害にあたるもの
(13) 当社もしくは当社媒体の品位を損なうと判断されるもの
(14) 責任の所在が不明確なもの
(15) 内容およびその目的が不明確なもの
(16) 当社の運営するサービスに直接競合するもの
(17) その他、当社が不適切と判断したもの
第５条（当社及び申込者の義務及び責任）
１　広告枠に掲載された広告（但し、当社が、申込者の委託を受けて独自に制作した広告を除きます）の内容、申込者
が当社に広告物の制作を委託するにあたり当社に提供した事実、素材、原稿、商標、標章、商号、ロゴ等その他の
資料（以下「広告主提供資料」といいます）及びリンク先の内容に起因する異議・苦情等（当社が運営するウェブ
サイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります。以下、本条において同様とします）はすべて、申込者
の責任と負担で解決するものとします。また、当社は、申込者が広告又はリンク先において、ユーザーに対して販
売した商品又は提供されたサービスについて一切責任を負いません。これらの商品・サービスに関し、苦情、クレ

ーム、請求等が発生した場合は、申込者の責任と負担で解決するものとします。
２　当社は申込者に対して広告内容並びに広告対象商品及びサービスの内容について問い合わせることができるものとし

ます。申込者は問い合わせ内容に対して誠実に回答するものとします。
３　当社が広告、広告物及びイベントを制作する場合には、申込者は当社の制作に協力するものとします。
４　当社は、当社が運営するウェブサイト上の広告スペースに広告の掲載を行う場合、広告掲載開始日の午前10時から広告

の掲載を開始するものとし、同日午後4時までに広告の掲載及び掲載状況の確認を行うものとします。当社が運営するウ
ェブサイト上の広告スペースに広告の掲載を行う場合における広告の掲載にかかる当社の義務は、広告掲載開始日の午
後4時までに所定の広告の広告枠への掲載を完了することにあり、当該時刻までに生じた広告の掲載にかかる不具合等
（広告枠に広告が掲載できない場合を含む）については、当社は免責されるものとします。

５　万一、当社が申込者に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は申込者が当
社に既に支払った広告料金を上限とします。

６　当社は、広告の効果、露出回数、クリック回数等についてなんら保証をしません。
７　当社が申込者に交付するステッカー及び卓上ポップの所有権は当社に属するものとし、申込者は、広告掲載期間の

満了または広告掲載契約の解除その他により広告掲載が終了したときには、ステッカー及び卓上ポップを当社に返
還するものとします。

第６条（広告料金、支払条件及び支払保証）
１　広告料金は、掲載申込書に広告掲載料金として記載された金額（消費税相当額は請求時別途加算）とします。
２　申込者は、当社からの請求に基づき、掲載申込書に記載された又は当社と別途合意した支払期日までに、広告料金及び

広告制作料金等全額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。なお、申込者が広告取扱代理
店の場合、申込者は、当社からの請求に基づき、広告料金及び広告制作料金等全額から販売手数料の金額を控除した金
額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。

３　申込者と広告料金等の請求先が異なる場合、広告料金等の支払義務は請求先が負い、申込者はこれを連帯して保証する
ものとします。

４　掲載申込書に定める支払期日を過ぎても入金がなされていないと当社が判断した場合には、広告掲載契約の成立後で
あっても、当社は当該申込者が申し込んだ全ての広告の掲載等を拒否又は中止できるものとします。

第７条（著作権等）
１　申込者が当社に入稿した原稿に関する著作権その他の一切の権利は申込者に留保されるものとします。
２　申込者が広告物の制作を当社に委託した場合、当該広告物に関する著作権その他一切の権利は当社に独占的に帰属す

るものとします。但し、当該広告物中、申込者が、広告物の制作の委託にあたり、当社に使用を認めた商標、標章、商号、ロ
ゴその他委託時点において申込者に帰属している権利にかかる部分は除きます。

３　申込者は、当社が制作した広告物（以下「当社制作物」といいます。）の利用に関して、別途当社に申込みを行い、当社が当
該申込みを承諾した場合には、申込者は当社に別途料金（以下「二次利用料」といいます。）を支払うことにより、当社制作
物を利用することができます。その場合の利用条件は、下記に定めるとおりとします。

(1) 申込者による当社制作物の二次利用は、申込者の届け出に対し、当社が承認した条件及び期間によるものとします。但し、
当社と申込者の別段の合意がない限り、利用期間は二次利用にかかる当社制作物の納品日より１年間とします。また、申
込者が届け出た具体的利用方法につき、当社が承認をしない場合であっても、当社は本条第3項に定める二次利用料を
返金しないものとします。

(2) 当社が申込者に許諾する当社制作物の使用権は、非独占的かつ譲渡不能とします。 
(3) 申込者は、当社の事前の承諾なく、当社制作物及び二次利用物を一切複製、改変、翻訳及び翻案してはならないものとし
ます。 

(4) 申込者は、当社制作物について、当社が許諾した以外の利用を行い又は第三者に提供してはならないものとします。 
(5) 申込者は、当社制作物の利用に際しては、必ず当社が指定するクレジットを表示するものとします。 
(6) 申込者は、当社が当社制作物の内容についてその真実性、合法性、安全性、適切性、有用性等について何ら保証しないこ
とに同意し、当社制作物の利用に関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、一切自らの責任と負担において解決す
るものとします。 

４　当社は、広告枠に掲載する申込者の広告物（広告枠に掲載する申込者の広告物及び広告主の名称・ロゴ及びクレジット並
びに第4条に基づき申込者が当社に提供した素材等を含みます。）を、当社又は当社のサービスの広告宣伝又は販売促
進等に利用することがあります。申込者は、原則としてこれに承諾するものとし、申込者の事情により承諾できない場合
は、予め当社にその旨通知するものとします。 

第８条（機密保持）
当社と申込者は、広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、
一切第三者に開示、漏洩しないものとします。 
第９条（個人情報の利用）
１　個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるものをいいます。
２　申込者が広告を通じて第三者の個人情報を取得しようとする際には、「個人情報の利用目的」を明示するものとします。

明示がない場合には広告掲載をお断りいたします。
３　申込者は、広告枠への広告の掲載により取得した個人情報を、その本人に対し広告主のサービス・営業にかかる情報を提

供する目的又は本人より事前に同意を得た目的以外では使用してはならないものとします。 
第１０条(個人情報の管理)
１　申込者は、個人情報を、本人の事前の了解を得た第三者以外のいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならないものと
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株式会社マルク（以下、「当社」といいます）が運営するウェブサイト「名古屋ベビータイムズ」上の広告スペース（以下、「広
告枠」といいます）に広告を掲載し、広告物又はイベント制作をする場合には、当社、広告主及び広告取扱代理店は本
規約の各条項に従うものとします。

第１条（本規約の目的）
本規約は、広告主又は広告取扱代理店が広告枠に広告を掲載し、広告物又はイベントを制作する際の基本的合意事項と
諸条件とを明らかにし、当社と広告主及び広告取扱代理店との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とし
ます。 
第２条（定義）
本規約における主要な用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「広告主」……………広告枠への広告の掲載、広告物又はイベントの制作を委託する者
(2) 「広告取扱代理店」･…広告主の委託を受け、広告主に代わって広告枠に広告を掲載するための作業を行う者
(3) 「リンク先」…………広告枠に掲載された広告からリンク設定されるウェブサイト
(4) 「ユーザー」…………当社が運営するウェブサイトへアクセスした者
(5) 「二次利用」…………広告枠に掲載された広告の広告枠以外のウェブサイトにおける掲載又は印刷物等への化体若
　　　　　　　　　　　しくは複写等による利用
第３条（広告掲載契約の成立）
１　広告主又は広告取扱代理店（以下「申込者」といいます）は、掲載申込書を提出したときに、本規約に同意のうえ
　　当社に広告の掲載を申し込んだものとします。
２　当社及び申込者間の広告掲載契約は、当社が、申込者による広告の掲載の申込みに対し承諾の意思表示を行ったと
　　きに本規約及び掲載申込書に記載された条件で成立するものとします。なお、広告掲載契約履行上の詳細事項につ
　　いては、必要に応じて都度当社及び申込者協議の上決定するものとします。
３　申込者が、広告物の制作を当社に委託する場合又はイベントの開催等プロモーション業務を当社に委託する場合に
　　おいても、当社及び申込者は本規約の定めに従うものとし、本規約に定めのない事項について、当社と申込者にお
　　いて別途協議の上、広告制作料金、イベント制作料金その他必要な条件を定めるものとします。
４　広告掲載契約成立後は、申込者は、申込みを取り消すことはできません。但し、申込者は広告掲載契約に定める広
　　告料金全額を支払うことにより、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。 
第４条（掲載できない広告）
以下に該当すると判断される広告の掲載はできないものとします。これは当社が掲載申込書を承諾した後でも同様とし
ます。また、広告が掲載された後でも広告の掲載を中止します。
(1) 内容もしくは広告対象の商品・サービスが「子育て応援」「おでかけ情報」「地域活性化」という当サイトの目的に
　　合わないと判断されるもの
(2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反するおそれがあると判断されるもの
(3) ネットワーク販売、ネズミ講、及びこれに類似する広告
(4) 申込者が広告を通じて第三者の個人情報を取得しようとする場合に、「個人情報の利用目的」が明示されていないもの
(5) 宗教や政治に関する広告
(6) 医療、医薬品、化粧品において、効能・効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱する広告
(7) 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(8) 法律、規則、命令、条例、通達、条約等に違反するもの。また、その恐れのあるもの
(9) 公序良俗に反する表現と判断されるもの
(10) 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
(11) 第三者の商標、標章、著作権、肖像権等を許可無く利用したもの
(12) 名誉毀損、信用毀損、またはプライバシーの侵害にあたるもの
(13) 当社もしくは当社媒体の品位を損なうと判断されるもの
(14) 責任の所在が不明確なもの
(15) 内容およびその目的が不明確なもの
(16) 当社の運営するサービスに直接競合するもの
(17) その他、当社が不適切と判断したもの
第５条（当社及び申込者の義務及び責任）
１　広告枠に掲載された広告（但し、当社が、申込者の委託を受けて独自に制作した広告を除きます）の内容、申込者
が当社に広告物の制作を委託するにあたり当社に提供した事実、素材、原稿、商標、標章、商号、ロゴ等その他の
資料（以下「広告主提供資料」といいます）及びリンク先の内容に起因する異議・苦情等（当社が運営するウェブ
サイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります。以下、本条において同様とします）はすべて、申込者
の責任と負担で解決するものとします。また、当社は、申込者が広告又はリンク先において、ユーザーに対して販
売した商品又は提供されたサービスについて一切責任を負いません。これらの商品・サービスに関し、苦情、クレ

ーム、請求等が発生した場合は、申込者の責任と負担で解決するものとします。
２　当社は申込者に対して広告内容並びに広告対象商品及びサービスの内容について問い合わせることができるものとし

ます。申込者は問い合わせ内容に対して誠実に回答するものとします。
３　当社が広告、広告物及びイベントを制作する場合には、申込者は当社の制作に協力するものとします。
４　当社は、当社が運営するウェブサイト上の広告スペースに広告の掲載を行う場合、広告掲載開始日の午前10時から広告

の掲載を開始するものとし、同日午後4時までに広告の掲載及び掲載状況の確認を行うものとします。当社が運営するウ
ェブサイト上の広告スペースに広告の掲載を行う場合における広告の掲載にかかる当社の義務は、広告掲載開始日の午
後4時までに所定の広告の広告枠への掲載を完了することにあり、当該時刻までに生じた広告の掲載にかかる不具合等
（広告枠に広告が掲載できない場合を含む）については、当社は免責されるものとします。

５　万一、当社が申込者に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は申込者が当
社に既に支払った広告料金を上限とします。

６　当社は、広告の効果、露出回数、クリック回数等についてなんら保証をしません。
７　当社が申込者に交付するステッカー及び卓上ポップの所有権は当社に属するものとし、申込者は、広告掲載期間の

満了または広告掲載契約の解除その他により広告掲載が終了したときには、ステッカー及び卓上ポップを当社に返
還するものとします。

第６条（広告料金、支払条件及び支払保証）
１　広告料金は、掲載申込書に広告掲載料金として記載された金額（消費税相当額は請求時別途加算）とします。
２　申込者は、当社からの請求に基づき、掲載申込書に記載された又は当社と別途合意した支払期日までに、広告料金及び

広告制作料金等全額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。なお、申込者が広告取扱代理
店の場合、申込者は、当社からの請求に基づき、広告料金及び広告制作料金等全額から販売手数料の金額を控除した金
額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。

３　申込者と広告料金等の請求先が異なる場合、広告料金等の支払義務は請求先が負い、申込者はこれを連帯して保証する
ものとします。

４　掲載申込書に定める支払期日を過ぎても入金がなされていないと当社が判断した場合には、広告掲載契約の成立後で
あっても、当社は当該申込者が申し込んだ全ての広告の掲載等を拒否又は中止できるものとします。

第７条（著作権等）
１　申込者が当社に入稿した原稿に関する著作権その他の一切の権利は申込者に留保されるものとします。
２　申込者が広告物の制作を当社に委託した場合、当該広告物に関する著作権その他一切の権利は当社に独占的に帰属す

るものとします。但し、当該広告物中、申込者が、広告物の制作の委託にあたり、当社に使用を認めた商標、標章、商号、ロ
ゴその他委託時点において申込者に帰属している権利にかかる部分は除きます。

３　申込者は、当社が制作した広告物（以下「当社制作物」といいます。）の利用に関して、別途当社に申込みを行い、当社が当
該申込みを承諾した場合には、申込者は当社に別途料金（以下「二次利用料」といいます。）を支払うことにより、当社制作
物を利用することができます。その場合の利用条件は、下記に定めるとおりとします。

(1) 申込者による当社制作物の二次利用は、申込者の届け出に対し、当社が承認した条件及び期間によるものとします。但し、
当社と申込者の別段の合意がない限り、利用期間は二次利用にかかる当社制作物の納品日より１年間とします。また、申
込者が届け出た具体的利用方法につき、当社が承認をしない場合であっても、当社は本条第3項に定める二次利用料を
返金しないものとします。

(2) 当社が申込者に許諾する当社制作物の使用権は、非独占的かつ譲渡不能とします。 
(3) 申込者は、当社の事前の承諾なく、当社制作物及び二次利用物を一切複製、改変、翻訳及び翻案してはならないものとし
ます。 

(4) 申込者は、当社制作物について、当社が許諾した以外の利用を行い又は第三者に提供してはならないものとします。 
(5) 申込者は、当社制作物の利用に際しては、必ず当社が指定するクレジットを表示するものとします。 
(6) 申込者は、当社が当社制作物の内容についてその真実性、合法性、安全性、適切性、有用性等について何ら保証しないこ
とに同意し、当社制作物の利用に関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、一切自らの責任と負担において解決す
るものとします。 

４　当社は、広告枠に掲載する申込者の広告物（広告枠に掲載する申込者の広告物及び広告主の名称・ロゴ及びクレジット並
びに第4条に基づき申込者が当社に提供した素材等を含みます。）を、当社又は当社のサービスの広告宣伝又は販売促
進等に利用することがあります。申込者は、原則としてこれに承諾するものとし、申込者の事情により承諾できない場合
は、予め当社にその旨通知するものとします。 

第８条（機密保持）
当社と申込者は、広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、
一切第三者に開示、漏洩しないものとします。 
第９条（個人情報の利用）
１　個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるものをいいます。
２　申込者が広告を通じて第三者の個人情報を取得しようとする際には、「個人情報の利用目的」を明示するものとします。

明示がない場合には広告掲載をお断りいたします。
３　申込者は、広告枠への広告の掲載により取得した個人情報を、その本人に対し広告主のサービス・営業にかかる情報を提

供する目的又は本人より事前に同意を得た目的以外では使用してはならないものとします。 
第１０条(個人情報の管理)
１　申込者は、個人情報を、本人の事前の了解を得た第三者以外のいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならないものと
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します。万一、個人情報が漏洩したことが発覚した場合は、申込者は、直ちに当社に連絡し指示を受けるものとし
ます。

２　申込者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対
策を講じるものとします。

３　申込者は、個人情報を取扱うことのできる必要最少限の範囲の自己の役員及び従業員（以下「開示対象者」という）
及び個人情報の管理責任者（以下「管理責任者」という）を定めるものとします。

４　申込者は、開示対象者以外の者に、個人情報を開示又は漏洩しないものとします。また、申込者は、開示対象者の
個人情報の利用及び管理につき、本規約と同等以上の個人情報保持義務等を負わせるものとし、開示対象者が個人
情報の機密の保持に努めるよう管理責任者を通じて監督する責任を負います。

５　前条及び本条の規定は、広告枠に掲載された広告を通じて申込者が個人情報を直接取得した場合にのみ適用される
ものとします。

第１１条（債権・債務の相殺）
当社が申込者に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、当社は、当該債務の弁済期日が到来していなくとも、
当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとします。 
第１２条（権利譲渡の禁止等）
申込者は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約及び広告掲載契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質
入れその他一切の処分をすることができないものとします。 
第１３条（広告掲載契約の解除）
１　申込者が、次の各号の一に該当したときは、当社は、何ら通知催告を要せず直ちに広告掲載契約の全部又は一部を
解除することができるものとします。なお、当社による申込者に対する損害賠償の請求を妨げません。

(1) 本規約の各条項の一に違反したとき
(2) 本規約第４条に該当するとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立を受け、滞納処分を受けたとき
(4)  民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停申立、又は破産手続開始の申立がなされたとき
(5) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りを発生させたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受
けたとき

(7) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
(8) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(9) 広告又はリンク先（当社ウェブサイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります）の記載内容が各種法令
に違反している、又はそのおそれがあるとき、若しくは不適切であると当社が判断したとき

(10) 申込者、申込者の役員又は従業員が情報漏洩、犯罪行為その他法令若しくは社会道徳に反する行為を行い、又は関
与したとき

(11) 前号のほか、申込者の広告の掲載を継続することが当社の利益又は信用を損なうと当社が判断したとき
(12) 上記各号に準ずる事由が生じたとき
２　前項に基づき当社が広告掲載契約を解除した場合でも申込者は広告料金の支払義務を免れないものとします。申込
者は、期限の利益を喪失し、当該広告掲載契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。

第１４条（広告掲載の中断）
１　当社は、以下の各号の事象が発生した場合には、申込者へ通知することなく、一時的に当社の運営するウェブサイ
ト上の広告掲載の全部又は一部を中断することがあります。

(1) 当社の運営するウェブサイトのシステムの定期的又は緊急のメンテナンスを行う場合
(2) 当社の運営するウェブサイトのリニューアル若しくはデザイン変更又は機能拡張等を行う場合
(3) 天災地変、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の障害、第三者によるハッキングやクラッキング等不
正アクセス、その他当社の責めに帰すことのできない事由による場合

(4) その他当社が当社の運営するウェブサイトの一時的な中断が必要と判断した場合
２　前項の場合において、当社の運営するウェブサイト内の広告枠に広告が掲載できない場合又は掲載された広告から
リンク先への接続ができない場合等広告掲載契約における当社の義務を履行できない事象が生じた場合、かかる事
象が生じた場合における当社の義務は、可能な限り当該事象を治癒するよう努めることに限定されるものとします。

３　第1項に定める場合において、当社の申込者に対する広告掲載契約上の債務の履行不能又は不完全履行の事象が
生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失があることが明らかである場合を除き、当社は、当該事象に起
因する申込者の損害について免責されるものとします。

第１５条（完全合意）
本規約は、本規約に含まれる事項に関する本規約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に
含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解等に優先します。
第１６条（分離可能性）
本規約の何れかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が
無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第１７条（存続条項）
広告掲載契約が終了した場合であっても、本規約第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、
第13 条第2項、第14条第3項及び第19条は引き続き効力を有するものとします。
第１８条（規約の変更）

当社は本規約を何らの予告なしに変更することができるものとします。この場合、当社、広告主及び広告取扱代理店は
変更後の規約によるものとします。変更後の規約は、当社が別途定める場合を除き、当社のWebサイト上に表示した
時点より効力を生じるものとします。
第１９条（裁判管轄）
広告掲載契約及び本規約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
第２０条（協議事項）
本規約に定めのない事項その他本規約に関し当社及び申込者間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を
持って協議し、円満な解決を図るものとします。

附則
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